
 

 令和８年６月 
お客さま各位 

 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた対応について 
 

 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 当金庫では、手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みとして下記の対応を実施いたします。 

手形・小切手をご利用中のお客さまは、お取引先と協議のうえインターネットバンキングや電子記録債

権（でんさい）への移行をご検討ください。 

今後もより一層サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 
記 

 

１. 実施内容 

(1) 手形・小切手の最終振出期限の設定 

最終振出日：令和８年９月 30日（水） 

振出日が令和８年 10 月１日以降かつ当金庫が支払場所の手形・小切手は、当座勘定からのお

支払い（決済）は行いません。振出日が空欄の手形・小切手につきましても、当金庫の判断に

よりお取り扱いができない場合がございます。令和８年 10月１日以降に当座預金から出金す

る際は、当座預金払戻請求書をお使いください。 

 

(2) 他金融機関を支払場所とする手形・小切手の入金受付終了 

受付終了日：令和８年９月 30日（水） 

当金庫以外の金融機関を支払場所とする手形・小切手の入金受付を終了します。 

 

(3) 手形・小切手の代金取立受付終了 

受付終了日：令和８年９月 30日（水） 

令和８年 10 月１日以降を振出日とする、または、令和９年４月１日以降を支払期日とする手

形・小切手の代金取立受付を終了します。 

 

(4) 手形割引の受付終了 

受付終了日：令和８年９月 30日（水） 

令和８年 10 月１日以降を振出日とする、または、令和９年４月１日以降を支払期日とする手

形の手形割引受付を終了します。 

 

(5) 当座勘定規程および代金取立規程の改定 

改定予定日：令和８年 10月１日（木） 

前述の(1)～(4)の実施に伴い、関連する規程を改定します。詳しくは別紙をご覧ください。 

 
 
 

裏面あり 
 



 

２. 代替サービス 

小切手に代わる当座預金からの払戻手段として、当座預金払戻請求書をご利用いただけます。 

また、手形・小切手に代わる資金決済サービスとして、法人インターネットバンキングおよび電子記

録債権（でんさい）サービスをご用意しております。 

手形・小切手の全面的な電子化に向けた今後のスケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手形・小切手の電子化に向けた対応や、代替サービスの詳細はお取引店へお問い合わせください。 

以上 










